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○基幹統計調査の承認 

 

基幹統計調査の名称 実 施 者 主 な 承 認 事 項 承認年月日

学 校 基 本 調 査 

 

文 部 科 学 大 臣

 

承認事項の変更 

①学校調査票（特別支援学校）

（４－１）の「設置者別」の選

択肢の一部削除。       

②卒業後の状況調査票の一部表

記の変更。                    

③初等中等教育機関（幼稚園、

小学校、中学校、高等学校、特

別支援学校）、専修学校及び各種

学校について、「市区町村別」の

結果表章を追加。 

 

H22.1.28

 

 

 

 

 

 



○一般統計調査の承認

承認年月日 統計調査の名称 実施者

H22.1.15 空家実態調査 国 土 交 通 大 臣

H22.1.18 バルク貨物流動調査 国 土 交 通 大 臣

H22.1.18 宗教統計調査 文 部 科 学 大 臣

H22.1.19 「医療費の動向」調査 厚 生 労 働 大 臣

H22.1.21 森林づくり活動アンケート調査 農 林 水 産 大 臣

H22.1.21 新規就農者調査 農 林 水 産 大 臣

H22.1.26 環境基本計画に係る地方公共団体アンケート調査 環 境 大 臣

H22.1.26 福祉行政報告例 厚 生 労 働 大 臣

H22.1.26 青果物卸売市場調査 農 林 水 産 大 臣

H22.1.27 畜産物流通調査 農 林 水 産 大 臣
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（１）　新　規

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H22.1.4 外国人登録統計調査 鳥 取 県 知 事

H22.1.14 愛知県歯科医療機能連携実態調査 愛 知 県 知 事

H22.1.15 ＰＴＡ調査 鳥 取 県 教 育 委 員 会

H22.1.15 高齢者の生活実態についてのアンケート 神 戸 市 長

H22.1.15 神戸の農漁業に関するアンケート 神 戸 市 長

H22.1.19 平成21年度 製造事業所におけるエネルギー使用等実態調査 堺 市 長

H22.1.28 水使用実態調査 神 戸 市 長

H22.1.29 鳥取県住生活総合調査 鳥 取 県 知 事

（２）　変　更

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H22.1.12 新潟市景況調査 新 潟 市 長

H22.1.15 市政アドバイザー意識調査（第10期・第4回) 神 戸 市 長

H22.1.21 中小企業景況調査 愛 知 県 知 事

○届出統計調査の受理

- 3 -



- 4 - 
 

○基幹統計調査の承認 

【調査名】 学校基本調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年１月２８日 

【実施機関】 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 

【目 的】 学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにする。 

【沿 革】 学校基本調査が指定統計として指定される以前の学校に関する統計資料は，

国立の学校については「文部省直轄各部年報諸表様式（昭和１８年８月３１日文

部省訓令第２２号）」，公私立の大学，高専については「公立私立高等学校，公立

私立大学，公立私立専門学校年報諸表様式（昭和１８年８月３１日文部省令第７

２号）」に基づき，それぞれの学校から直接文部省に所定の様式で報告せしめ，

文部省がこれを集計していたが，公私立の中学校以下の諸学校については「学事

年報取調条項及び諸表様式（明治４４年３月３１日文部省訓令第２号）」により，

都道府県知事に対し，その管下の学校から所定の様式で報告せしめ，都道府県知

事は，これに基づき統計表を作成して文部省に提出し，文部省はこれを上の集計

結果と共に，明治６年以降継続して刊行している文部省年報に掲載，公表してい

た。 

しかし，学校制度の発展に伴い学校の内容の複雑化と数の著しい増加とによっ

て，上のような業務報告形式では正確迅速にこれをまとめることが困難になって

きた。そこで，学制改革とも関連し，昭和２３年に調査内容及び方法などを再検

討し，これに抜本的改善を加え，新たに統計法に基づく指定統計とし，その名称

も「学校基本調査」という名称が付され，学校統計が新たに発足した。 

当初の学校基本調査は，大学並びに従前の規定による大学・専門学校，高等学

校及び教員養成所を除き学校教育法上の全学校を対象とし，調査の構成も学校調

査，経費及び資産調査（昭和２４年以降学校経費調査），学校施設調査，入学調

査，卒業者調査，教員・学生・生徒・児童異動調査及び学令児童及び学令生徒調

査の７つの調査で構成され，別に附帯調査として卒業者調査に関連した「就職状

況調査」を実施していた。 

その後，調査対象，調査の構成，調査事項などの変更はあったが，基本的には

この当初の計画が踏襲されている。 

昭和４１年調査から附属図書館調査が中止され、昭和５４年調査では，初等中

等教育関係の各調査票の集計が電算化され，これに伴い調査票の様式が変更され

るとともに学校施設調査票に各種学校調査票が新設された。 

昭和５５年調査から，国立養護教諭養成所の廃止に伴い「卒業後の状況調査」

以外の国立養護教諭養成所に係る調査票が廃止された。 

平成６年調査から，「卒業後の状況調査票」（大学，大学院，短期大学，高等専

門学校）の調査項目の「出身高校の所在県」及び「事業所の所在県」を削除し，
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大学院，高等専門学校（Ａ票）と大学，短期大学（Ｂ票）に別れていた調査票の

統合を行った。 平成７年調査から，全ての調査票への押印を廃止した。 

平成１１年調査から，学校教育法等の一部を改正する法律（平成１０年法律第

１０１号）による中等教育学校の創設に伴い，「学校調査票」（中等教育学校），

「学校通信教育調査票」（中等教育学校，全日制・定時制）及び「卒業後の状況

調査票」（中等教育学校通信制）の新設を行った。 

【調査の構成】 １－学校調査票 ２－学校通信教育調査票 ３－不就学学齢児童生徒調

査票 ４－学校施設調査票 ５－学校経費調査票 ６－卒業後の状況調査

票 

【公 表】 刊行物及びインターネット：学校基本調査速報（調査年度８月）、学校基本調

査報告書（調査年度１２月） 

※ 

【調査票名】 １－学校調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）学校（学校とは、学校教育法に基

づく、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、

大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校をいう。） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６０，０００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年５月１日現在 （系

統）文部科学省－報告者（大学、高等専門学校、国立の幼稚園・小学校・中

学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校）、文

部科学省－都道府県（沖縄は教委）－報告者（公立・私立の高等学校（通信

制の課程のみを置く高等学校を除く。）、中等教育学校、都道府県立の幼稚

園・小学校・中学校・特別支援学校・専修学校・各種学校）、文部科学省－

都道府県（沖縄は教委）－市町村（沖縄は教委）－報告者（市町村立・私立

の幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校・専修学校・各種学校） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）文部科学省に直接調査票を提出する者の提出

期日：５月３１日、都道府県に調査票を提出する者の提出期日：都道府県

知事が定める期日、市町村に調査票を提出する者の提出期日：市町村長が

定める期日 

【調査事項】 ア．学校の名称、種別及び所在地、イ．学校の特性に関する事項、ウ．学

部、学科、課程又は学級に関する事項、エ．教員及び職員の数、オ．幼児、

児童、生徒又は学生の在籍状況及び出席状況、カ．幼児、児童、生徒又は学

生の入学、卒業及び転出入の状況 

※ 

【調査票名】 ２－学校通信教育調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）通信教育課程を置く高等学校及び
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中等教育学校 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年５月１日現在 （系統）

文部科学省－都道府県（沖縄は教委）－報告者（通信制の課程を置く高等学

校及び中等教育学校） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）都道府県知事が定める期日 

【調査事項】 ア．学校の名称及び所在地、イ．学校の特性に関する事項、ウ．教員及び

職員の数、エ．生徒の在籍状況、オ．生徒の入学、卒業、退学及び単位修得

の状況 

※ 

【調査票名】 ３－不就学学齢児童生徒調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）不就学の学齢児童及び学

齢生徒（報告者は、市町村教育委員会） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，７００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年５月１日現在 （系

統）文部科学省－都道府県（沖縄は教委）－市町村（沖縄は教委）－報告者

（市町村教育委員会） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）市町村長が定める期日 

【調査事項】 ア．教育委員会の名称及び所在地、イ．学齢児童生徒の就学の免除及び猶

予の状況、ウ．居所不明の学齢児童生徒の数、エ．死亡した学齢児童生徒の

数 

※ 

【調査票名】 ４－学校施設調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）私立の幼稚園・小学校・中学校・

高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校、公立の専修

学校・各種学校・大学・高等専門学校・国立大学法人法（平成１５年７月１

６日法律第１１２号）に定める国立大学に附属させて設置した学校（国立大

学附属）・特別支援学校 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１６，０００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年５月１日現在 （系

統）文部科学省－報告者（国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校

機構）、地方公共団体、教育委員会、公立大学法人及び私立学校の設置者（大

学・高等専門学校に係るもの。））、文部科学省－都道府県（沖縄は教委）－

報告者（都道府県立の専修学校・各種学校、私立の高等学校・中等教育学校

の設置者（大学・高等専門学校に係るものを除く。）、文部科学省－都道府県

（沖縄は教委）－市町村（沖縄は教委）－報告者（市町村立の専修学校・各
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種学校、私立の幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校・専修学校・各種学

校の設置者（大学・高等専門学校に係るもの、高等学校及び中等教育学校の

設置者を除く。） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）文部科学省に直接調査票を提出する者の提出

期日：７月３１日、都道府県に調査票を提出する者の提出期日：都道府県

知事が定める期日、市町村に調査票を提出する者の提出期日：市町村長が

定める期日 

【調査事項】 ア．学校の名称、種別及び所在地、イ．学校の特性に関する事項、ウ．土

地又は建物の用途別、構造別等の面積、エ．土地又は建物の増減の状況 

※ 

【調査票名】 ５－学校経費調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）大学（私立を除く。）、高等専門学

校（独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する学校に限る。）、国立大学

附属の学校及び特別支援学校 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）前会計年度間 （系統）文部

科学省－報告者（国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構）、

地方公共団体、公立大学法人 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）７月３１日 

【調査事項】 ア．学校の名称、種別及び所在地、イ．学校の特性に関する事項、ウ．経

費に関する事項、エ．収入に関する事項 

※ 

【調査票名】 ６－卒業後の状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）中学校、高等学校、中等教育学校、

特別支援学校及び特別支援学校の中等部・高等部の卒業者、大学及び高等専

門学校の卒業者 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１７，０００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）前年度間の卒業者（高等

学校、中等教育学校及び特別支援学校の高等部にあっては、前々年度以前の

卒業者で上級の学校に入学を志願した者を含む。）について、毎年５月１日

現在 （系統）文部科学省－報告者（大学（短大を含む）・高等専門学校、

国立の中学校・高等学校・特別支援学校）、文部科学省－都道府県（沖縄は

教委）－報告者（公立・私立の高等学校・中等教育学校、都道府県立の中学

校・特別支援学校）、文部科学省－都道府県（沖縄は教委）－市町村（沖縄

は教委）－報告者（市町村立・私立の中学校・特別支援学校） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）文部科学省に直接調査票を提出する者の提出
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期日：５月３１日、都道府県に調査票を提出する者の提出期日：都道府県

知事が定める期日、市町村に調査票を提出する者の提出期日：市町村長が

定める期日 

【調査事項】 ア．学校の名称、種別及び所在地、イ．学校の特性に関する事項、ウ．卒

業者の卒業時における所属に関する事項、エ．卒業者の進学、就職等の状況 
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○一般統計調査の承認 

【調査名】 空家実態調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年１月１５日 

【実施機関】 国土交通省住宅局住宅政策課 

【目 的】 良質な住宅ストックの形成や円滑な流通を支える住宅市場の環境整備に有効

ストックとして重要な役割を持つ空家の実態を調査し、今後の住宅政策の検討に

資するための基礎資料とする。 

【沿 革】 平成２２年に、従前の空家実態調査票が、空家実態調査票及び外観調査票に

分割された。 

【調査の構成】 １－空家実態調査票 ２－外観調査票 

【公 表】 刊行物及びホームページにより公表（調査次年度の５月頃を予定） 

【備 考】 今回の変更は、従前の空家実態調査票を空家実態調査票及び外観調査票に分

割、調査全体として、調査対象の範囲を変更。 

※ 

【調査票名】 １－空家実態調査票 

【調査対象】 （地域）東京都の市区、大阪府の市及び千葉県・茨城県・神奈川県・埼玉

県の４県の東京都心から４０キロメートル以遠の市町 （単位）個人、法人、

行政機関 （属性）調査対象地域内にある空家の所有者 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，６９６／１，６６４，３００ （配

布）郵送・調査員 （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）調査

年度の１月１日 （系統）国土交通省－民間事業者－統計調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）調査年度の１月～２月 

【調査事項】 １．空家住宅に関すること（住宅の所有の主体、空家の利用形態（賃貸・

自己利用等の別）、空家になった時期、新築・中古の別、建築時期（竣工時

期）、台所・トイレ・浴室・洗面所の有無、高齢者のための設備の有無、手

すりの場所、居住室数、延べ床面積、空家の維持・管理、空家になった（な

っている）きっかけ、賃貸の入居者又は売却先（購入者）の募集状況、募集

住宅の空家継続の理由、売出価格及び募集家賃、定期借家制度の利用状況、

非募集住宅の利用状況、非募集住宅の今後５年間での活用意向、過去５年間

での住宅の改善内容）、２．所有者に関すること（個人）（所有者の年齢、所

有者の就業形態、所有者の世帯類型及び世帯人数、所有者の世帯年収、所有

者の住戸の所有の関係（持家、民営賃貸等）、現住所及び当該空家以外の住

宅の所有状況） 

※ 

【調査票名】 ２－外観調査票 

【調査対象】 （地域）東京都の市区、大阪府の市及び千葉県・茨城県・神奈川県・埼玉
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県の４県の東京都心から４０キロメートル以遠の市町 （単位）個人、法人、

行政機関 （属性）調査対象地域内にある空家の所有者 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，６９６／１，６６４，３００ （配

布）調査員 （取集）調査員 （記入）他計 （把握時）調査年度の１月１

日 （系統）国土交通省－民間事業者－統計調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）調査年度の１月～２月 

【調査事項】 最寄り鉄道駅からの距離、最寄り鉄道駅までの所要時間（徒歩、バスの場

合）、用途地域、空家類型、腐朽・破損の有無、住戸の種類（専用住宅・店

舗併用住宅の別）、建て方、構造、地上階数、敷地に接している道路の幅員、

所有者住所の立地、居住室の日照、駐車場の有無、（以下は共同住居のみ）

長屋建て・共同住宅の場合の１棟あたりの戸数と空家数、空家のある階数、

エレベータの有無と防犯設備、高齢者対応住居の別、オートロックの別、敷

地面積、建築面積  
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【調査名】 バルク貨物流動調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年１月１８日 

【実施機関】 国土交通省港湾局計画課企画室 

【目 的】 本調査は、バラ積み等で輸送されるバルク貨物について、海上での荷動きに

加え、国内荷主と港湾間の輸送状況等、海陸一貫での流動実態を明らかにするこ

とにより、今後の港湾政策の企画・立案のための基礎資料を作成することを目的

とする。 

【沿 革】 平成２１年度から５年周期として実施することを想定しているが、平成２１

年度に係る申請においては１回限りの調査として整理。 

【調査の構成】 １－バルク貨物流動調査 調査票 ２－バルク貨物流動調査 調査票（そ

の２輸出用・輸入用） 

【公 表】 報告書及びインターネットにより公表（平成２２年５月下旬） 

※ 

【調査票名】 １－バルク貨物流動調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）１．外航（本邦の事業者が運航

する船舶）海外運送法第２条第２項に規定する船舶運航事業者を営む者で、

船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第２条第４項に規定

する外航船舶運航事業を営む者、２．外航（海外の事業者が運航する船舶）

外航船舶代理店業協会に加盟する、海外運送法第２条第９項に規定する海運

代理店業を営む者で、総代理店である事業者、３．内航、日本内航海運組合

総連合会に加盟する、内航海運業法第２条第２項に規定する内航海運業（内

航運送をする事業）を営む者で、元請オペレータである事業者 （抽出枠）

１．外航（本邦の事業者が運航する船舶）外航海運運航実績報告事業者名簿、

２．外航（海外の事業者が運航する船舶）外航船舶代理店業協会加盟社名簿、

３．内航、日本内航海運組合総連合会提供の元請オペレータ名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年１月２６日～２月

２４日 （系統）国土交通省（港湾局）－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）調査期間終了後１週間以内 

【調査事項】 内貿外貿、船名、建造年月、船種、年間航海数、総トン数、重量トン数、

船長、船幅、満載喫水、港湾名、入出港月日、船積／船卸の別、船積（船卸）

の貨物の品目、船積（船卸）の貨物量、出荷施設（入荷施設）の種類、出荷

施設（入荷施設）からの（までの）輸送機関、仕出地（仕向地）、仕出（仕

向）場所の種類、仕出（仕向）場所からの（までの）輸送機関、仕出港（仕

向港）、荷送（受）、人業種、二次調査先（社名、支店・部署等の名称、担当

者氏名、所在地、連絡先） 
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※ 

【調査票名】 ２－バルク貨物流動調査 調査票（その２輸出用・輸入用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）海上運送法第２条第９項に規定

する海運代理店業を営む者 （抽出枠）外航について前記調査票における調

査対象者が貨物の陸上流動に関する情報を有していない場合、補足調査先と

して記入した船舶代理店 

【調査方法】 （選定）全数 （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記

入）自計 （把握時）平成２２年１月２６日～２月２４日 （系統）国土交

通省（港湾局）－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）調査期間終了後１週間以内 

【調査事項】 輸出用（１．貨物の仕出地（住所）、２．貨物の仕出場所の種類、３．仕

出場所から臨海地域の出荷施設への輸送機関、４．貨物の出荷施設、５．４

の出荷施設から船舶までの輸送機関、６．荷送人業種、７．貨物量）、輸入

用（１．貨物の入荷施設、２．船舶から１の入荷施設までの輸送機関、３．

貨物の仕向地（住所）、４．１の入荷施設から仕向地への輸送機関、５．貨

物の仕向場所の種類、６．荷受人業種、７．貨物量）  
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【調査名】 宗教統計調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年１月１８日 

【実施機関】 文化庁文化部宗務課 

【目 的】 宗教法人数等について調査し、宗教法人及び宗教団体の実態を把握すること

により、宗教行政上の基礎的資料（当該法人及び団体の概要の作成等）を得るこ

とを目的とする。 

【調査の構成】 １－包括宗教団体（法人）用調査票 ２－単立宗教法人用調査票 

【公 表】 ホームページ：宗教法人数総括表、冊子：宗教年鑑（毎年１２月） 

【備 考】 今回の変更は、集計事項の変更。 

※ 

【調査票名】 １－包括宗教団体（法人）用調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）宗教団体及び宗教法人 （属性）包括宗教法人及

び非法人包括宗教団体 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４０１ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）毎年１２月３１日現在 （系統）文部科学省（文化庁）所

轄：文化庁－報告者、都道府県所轄：文化庁－都道府県宗教法人担当－報告

者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１月～５月 

【調査事項】 宗教団体・法人数、教師数（男女の別、うち外国人教師数）、信者数 

※ 

【調査票名】 ２－単立宗教法人用調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）宗教法人 （属性）単立宗教法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６，５０３ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）毎年１２月３１日現在 （系統）文部科学省（文化庁）

所轄：文化庁－報告者、都道府県所轄：文化庁－都道府県宗教法人担当－報

告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１月～５月 

【調査事項】 宗教団体・法人数、教師数（男女の別、うち外国人教師数）、信者数 
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【調査名】 「医療費の動向」調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年１月１９日 

【実施機関】 厚生労働省保険局調査課 

【目 的】 医療費の動向を迅速かつ精緻に把握し、その分析結果により政策決定の際の

基礎資料を得ることを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、旧統計法下では「届出統計調査」として扱われてきたが、統計法

の全部改正により、一般統計調査として扱われることになった。 

【調査の構成】 １－最近の医療費の動向（制度別） ２－最近の医療費の動向（医療機

関別） ３－最近の調剤医療費（電算処理分）の動向 

【公 表】 厚生労働省ホームページ及びｅ－Ｓｔａｔ（月次版：調査票の提出月の翌々

月中旬、年度版：毎年度８月上旬） 

【備 考】 今回の変更は、本調査を構成する各調査（調査票）の名称変更。 

※ 

【調査票名】 １－最近の医療費の動向（制度別） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）診療報酬の審査支払機関（社会

保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２ （配布）担当者が持込 （取集）担当者が

持込 （記入）自計 （把握時）診療（調剤）月 （系統）厚生労働省－報

告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）診療（調剤）月の翌々月（審査月の翌月）末

日 

【調査事項】 診療年月、管掌、基金、区分、確定件数、確定日数（確定回数）、確定点

数（確定費用額）等 

※ 

【調査票名】 ２－最近の医療費の動向（医療機関別） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）診療報酬の審査支払機関（社会

保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２ （配布）担当者が持込 （取集）担当者が

持込 （記入）自計 （把握時）診療（調剤）月 （系統）厚生労働省－報

告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）診療（調剤）月の翌々月（審査月の翌月）末

日 

【調査事項】 診療年月、医療機関コード、諸コード情報、入力データ区分、被用者保険

本人分（７０歳未満）医療費状況等 

※ 

【調査票名】 ３－最近の調剤医療費（電算処理分）の動向 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）診療報酬の審査支払機関（社会

保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２ （配布）担当者が持込 （取集）担当者が

持込 （記入）自計 （把握時）調剤月 （系統）厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調剤月の翌々月（審査月の翌月）末日 

【調査事項】 審査機関レコード（審査機関情報）、薬局レコード（薬局情報）、患者レコ

ード（レセプト情報、患者情報）等  
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【調査名】 森林づくり活動アンケート調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年１月２１日 

【実施機関】 林野庁森林整備部研究・保全課 

【目 的】 森林づくり活動を非営利かつ自発的に行っている団体の実態を把握し、国民

参加の森林づくりの推進のための基礎資料とする。 

【沿 革】 平成１０年から３年周期で行われている。 

【調査の構成】 １－森林づくり活動についてのアンケート調査票 

【公 表】 印刷物及びホームページ（概要：調査実施年の５月末、詳細：調査実施年の

７月末） 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－森林づくり活動についてのアンケート調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）団体 （属性）森林づくり活動を非営利かつ自発

的に行っている団体 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，６７７ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査実施年の１月１日現在（ただし、年間に係る情報

を把握する事項については、調査実施年の前年の１月１日～１２月３１日ま

での１年間） （系統）林野庁－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）調査実施年の２月中旬～３月中旬 

【調査事項】 １．団体の概要（所在地、組織形態、会員数、会員の年齢層・構成等、ス

タッフの数、活動資金、活動経費）、２．団体の活動（活動の目的・内容、

参加者数、活動日数、森林整備・保全実施面積、計画の樹立状況）、３．団

体の活動場所（活動場所の所有者、所有者との取り決め内容）、４．団体の

活動における課題等  
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【調査名】 新規就農者調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年１月２１日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室 

【目 的】 本調査は、食料・農業・農村基本計画（平成１７年３月２５日閣議決定）に

基づき、農業の持続的発展を目的とした望ましい農業構造の実現を図るため、新

規就農者数（雇用における新規就農者及び新規参入者数を含む。）を把握し、新

規就農者の育成・確保を図るための諸施策の円滑な推進に必要な資料を提供する

ことを目的とする。 

【沿 革】 ２０００年（平成１２年）世界農林業センサスまでは、その調査票（農家調

査票）の中に、個々の農家世帯員に係る２か年（前年と、更に１年前（以下「前々

年」という。））の就業状態についての項目が設けられていたことから、本調査の

調査票－１（就業状態調査票）に相当するデータ（すなわち、自営農業就農者数）

が把握できた。 

しかし、２００５年（平成１７年）農林業センサスにおいて、同センサスが全

数調査であることを踏まえた報告者負担の軽減の観点から、前々年の就業状態に

関する事項が削除され、同センサスとして、自営農業就農者を把握することがで

きなくなった。 

本調査は、この農林業センサスの簡素化を受けて、これに代わって、自営農業

就農者数を含めた新規就農者数の動向を総合的に把握するために、平成１９年か

ら開始されたものである。 

また、調査票－３については、旧統計法下では「届出統計調査」として扱われ

てきたが、統計法の全部改正により、平成２２年調査から調査票－１及び調査票

－２とともに、一般統計調査として扱われることになった。 

【調査の構成】 １－就業状態調査票 ２－新規雇用者調査票 ３－新規参入者調査票 

【公 表】 印刷物及びホームページ（調査実施年の９月末） 

【備 考】 今回の変更は、調査票－１及び調査票－２に係る調査事項の一部変更、及び

調査票－３についてオンライン調査も可能とする変更。 

※ 

【調査票名】 １－就業状態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）経営体 （属性）２００５年農林業センサスで把

握した農業経営体のうち家族経営体（世帯単位で事業を行う経営体） （抽

出枠）２００５年農林業センサス 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０６，８７０／１，９８１，２８３ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年４月１日現在 （系

統）農林水産省－農政事務所等－統計・情報センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）４月中旬～５月中旬 
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【調査事項】 農業経営の状況、農業従事者数、農業従事者の年齢及び性別、農業従事者

の調査期日前１年間及び調査期日前１年間より遡って１年間の生活の主な

状態 

※ 

【調査票名】 ２－新規雇用者調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）経営体 （属性）２００５年農林業センサスで把

握した農業経営体のうち組織経営体及び一戸一法人（法人化している家族経

営体） （抽出枠）２００５年農林業センサス 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，１２３／３３，３６４ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年４月１日現在 （系統）

農林水産省－農政事務所等－統計・情報センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）４月中旬～５月中旬 

【調査事項】 新規雇用者の有無、新規雇用者数、新規雇用者の年齢及び性別、新規雇用

者の農家出身・非農家出身の別、新規雇用者の就業上の地位、新規雇用者の

従事する作業の内容、新規雇用者の雇用される直前の就業状態 

※ 

【調査票名】 ３－新規参入者調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農業委員会 （属性）農業委員会 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，７８５ （配布）郵送・オンライン・ファ

クシミリ （取集）郵送・オンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把

握時）毎年４月１日現在 （系統）農林水産省－農政事務所等－統計・情報

センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）４月中旬～５月中旬 

【調査事項】 新規参入者の男女別年齢別の人数  
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【調査名】 環境基本計画に係る地方公共団体アンケート調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年１月２６日 

【実施機関】 環境省総合環境政策局環境計画課 

【目 的】 第三次環境基本計画（平成１８年４月閣議決定）の着実な実行を確保するた

めの点検等の一環として、地方公共団体の環境保全に関する取組の状況、進捗等

を把握する。 

【調査の構成】 １－環境基本計画に係る地方公共団体アンケート調査 調査票 

【公 表】 環境省ホームページ（環境基本計画に関するページ）に掲載。各都道府県、

政令市宛には報告書（印刷物）を配布。調査実施の翌年度の６月までに公表。 

※ 

【調査票名】 １－環境基本計画に係る地方公共団体アンケート調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）普通地方公共団体及び特

別区 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，８３０ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査を実施する年度の１

月末時点 （系統）環境省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１月～２月まで 

【調査事項】 １．地方公共団体の概要について、２．環境施策の基本となる条例及び計

画について、３．環境施策の実施状況について、４．事業者との関係につい

て、５．住民又は住民団体との関係について、６．民間団体（環境ＮＰＯ等）

との関係について、７．他の地方公共団体との関係について  
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【調査名】 福祉行政報告例（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年１月２６日 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課 

【目 的】 社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における

行政の実態を数量的に把握して、国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のため

の基礎資料を得る。 

【沿 革】 昭和１３年から実施されていた「厚生省報告例」（昭和１３年３月厚生省訓令

第１３号）が平成１２年に廃止されたことに伴い、新たな「福祉行政報告例」と

して発足した。なお、本調査は、旧統計法下では「届出統計調査」として扱われ

てきたが、統計法の全部改正により、一般統計調査として扱われることになった。 

【調査の構成】 １－障害者自立支援法関係（７表） ２－特別児童扶養手当等の支給に

関する法律関係（１表） ３－児童福祉法関係（１５表） ４－戦傷病者

特別援護法関係（４表） ５－身体障害者福祉法関係（１表） ６－老人

福祉法関係（４表） ７－生活保護法関係（１３表） ８－売春防止法・

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律関係（３表） ９

－民生委員法関係（１表） １０－社会福祉法等関係（２表） １１－民

生委員法・児童福祉法関係（１表） １２－中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律関係（９表） １３－知

的障害者福祉法関係（３表） １４－身体障害者福祉法・障害者自立支援

法関係（１表） １５－児童福祉法・母子保健法関係（１表） １６－特

別児童扶養手当等の支給に関する法律及び国民年金法等の一部を改正する

法律関係（１表） １７－児童扶養手当法関係（１表） 

【公 表】 月報：厚生労働省ホームページ及びｅ－Ｓｔａｔ（調査月の３か月後の上旬）、

年度報：厚生労働省ホームページ、報告書刊行及びｅ－Ｓｔａｔ（調査年度の翌

年度９月下旬） 

【備 考】 今回の変更は、調査票－１、２、３、４及び５に係る調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－障害者自立支援法関係（７表） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中

核市 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度 （系統）厚生労働省－

報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

【調査事項】 １．身体障害者・児の補装具費の支給（購入・修理）、２．身体障害者・

児の特例補装具費の支給（購入・修理）、３．自立支援医療（身体障害者の
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更生医療）、４．自立支援医療（精神障害者・児の精神通院医療）、５．自立

支援医療における所得区分の状況、６．市町村における相談支援、７．自立

支援医療（身体障害児童の育成医療） 

※ 

【調査票名】 ２－特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係（１表） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４７ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）月 （系統）厚生労働省－報告

者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月末 

【調査事項】 １．特別児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況 

※ 

【調査票名】 ３－児童福祉法関係（１５表） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中

核市 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）月、年度 （系統）厚生労働

省－報告者 

【周期・期日】 （周期）年、月 （実施期日）翌月末、翌年度４月末、当該年度の１１

月末 

【調査事項】 １．児童相談所経路別児童受付、２．児童相談種類別児童受付、３．児童

相談種類別対応件数、４．児童相談所における措置停止・措置中等の調査・

診断・指導・措置解除、５．一時保護児童、６．児童相談所における調査・

診断及び心理療法・カウンセリング等、７．児童相談所における養護相談の

理由別対応件数、８．市町村における養護相談の理由別対応件数、９．児童

福祉施設・在所者、１０．助産施設・母子生活支援施設在所者、１１．保育

所・在所者、１２．私立保育所の費用徴収階層別入所人員及び運営費、１３．

里親及び小規模住宅型児童養育事業、１４．里親及び小規模住居型児童養育

事業（ファミリーホーム）に委託されている児童、１５．福祉事務所におけ

る処理 

※ 

【調査票名】 ４－戦傷病者特別援護法関係（４表） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４７ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度 （系統）厚生労働省－報

告者 
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【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

【調査事項】 １．戦傷病者手帳交付台帳登載数、２．戦傷病者等の療養の給付・療養費

の支給及び療養手当受給者数並びに更生医療給付決定件数、３．戦傷病者の

補装具支給及び修理、４．戦傷病者乗車券引換証受給者数 

※ 

【調査票名】 ５－身体障害者福祉法関係（１表） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中

核市 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度 （系統）厚生労働省－

報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

【調査事項】 １．身体障害者手帳交付台帳登載数 

※ 

【調査票名】 ６－老人福祉法関係（４表） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中

核市 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度 （系統）厚生労働省－

報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）当該年度の４月末、翌年度４月末 

【調査事項】 １．老人ホーム・在所者、２．養護老人ホームの措置人員（４月１日現在）、

３．訪問介護、通所介護及び短期入所生活介護（被措置者分）、４．老人ク

ラブ・会員数 

※ 

【調査票名】 ７－生活保護法関係（１３表） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中

核市 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）月、年度 （系統）厚生労働

省－報告者 

【周期・期日】 （周期）年、月 （実施期日）翌月末、翌年度４月末、当該年度の１０

月末 

【調査事項】 １．保護の種類別被保護世帯数及び被保護人員、２．医療扶助人員、３．

介護扶助人員、４．世帯の労働力類型別被保護世帯数、５．保護施設・在所

者、６．保護の開始・廃止及び変更、７．保護開始の理由・世帯類型・世帯



- 23 - 
 

主の年齢階級別世帯数、８．保護歴を有する世帯の保護開始理由別世帯数、

９．保護開始前の医療保険の加入状況別保護開始人員、１０．保護廃止の理

由・世帯類型・世帯主の年齢階級別世帯数、１１．医療費の審査及び決定、

１２．医療扶助実施状況、１３．審査請求に対する裁決 

※ 

【調査票名】 ８－売春防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

関係（３表） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４７ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度 （系統）厚生労働省－報

告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

【調査事項】 １．婦人相談所及び婦人相談員の経路別受付、２．婦人相談所及び婦人相

談員の処理状況、３．婦人保護施設入退所者の状況 

※ 

【調査票名】 ９－民生委員法関係（１表） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中

核市 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度 （系統）厚生労働省－

報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

【調査事項】 １．民生委員（児童委員）の推薦状況 

※ 

【調査票名】 １０－社会福祉法等関係（２表） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中

核市 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度 （系統）厚生労働省－

報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

【調査事項】 １．社会福祉法人数・認可件数、２．社会福祉法人等に対する指導・監督 

※ 

【調査票名】 １１－民生委員法・児童福祉法関係（１表） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中

核市 
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【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度 （系統）厚生労働省－

報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

【調査事項】 １．民生委員（児童委員）の活動状況 

※ 

【調査票名】 １２－中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律関係（９表） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中

核市 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）月、年度 （系統）厚生労働

省－報告者 

【周期・期日】 （周期）年、月 （実施期日）翌月末、翌年度４月末 

【調査事項】 １．給付金の種類別被給付世帯数及び被給付実人員、２．給付の開始・廃

止及び変更、３．性・年齢階級別給付人員、４．医療支援給付人員、５．介

護支援給付人員、６．世帯の労働力類型別被給付世帯数、７．医療費の審査

及び決定、８．医療支援給付実施状況、９．審査請求に対する裁決 

※ 

【調査票名】 １３－知的障害者福祉法関係（３表） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中

核市 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度 （系統）厚生労働省－

報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

【調査事項】 １．知的障害者更生相談所における処理、２．職親・職親に委託されてい

る知的障害者、３．療育手帳交付台帳登載数 

※ 

【調査票名】 １４－身体障害者福祉法・障害者自立支援法関係（１表） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６５ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度 （系統）厚生労働省－報

告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

【調査事項】 １．身体障害者更生相談所における処理 
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※ 

【調査票名】 １５－児童福祉法・母子保健法関係（１表） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中

核市 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度 （系統）厚生労働省－

報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年度４月末 

【調査事項】 １．未熟児の養育医療及び結核児童の療育の給付 

※ 

【調査票名】 １６－特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び国民年金法等の一部を

改正する法律関係（１表） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４７ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）月 （系統）厚生労働省－報告

者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月末 

【調査事項】 １．障害児福祉手当等の認定及び受給資格者異動状況 

※ 

【調査票名】 １７－児童扶養手当法関係（１表） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県・指定都市・中

核市 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０６ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）月 （系統）厚生労働省－報

告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月末 

【調査事項】 １．児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況  
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【調査名】 青果物卸売市場調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年１月２６日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室 

【目 的】 全国の青果物卸売市場における青果物の卸売数量及び卸売価額を調査し、価

格形成の実態等を明らかにし、青果物の流通改善対策、価格安定対策等に資する

ことを目的とする。 

【沿 革】 平成２２年に、従前の青果物産地別入荷量調査票（野菜）、青果物産地別入荷

量調査票（果実）及び青果物卸売市場調査名簿を、日別調査票、月別調査票及び

基礎調査票に名称が変更された。 

【調査の構成】 １－日別調査票 ２－月別調査票 ３－基礎調査票 

【公 表】 ホームページ及び印刷物（日別調査：日別の調査結果を調査対象日の翌日、

日別の調査結果の積み上げによる旬別結果を翌旬に公表、月別調査：月別の調査

結果を調査対象月の翌月末日、月別の調査結果の積み上げによる年間結果を４月

末日に公表、基礎調査：調査実施年の４月末日） 

※ 

【調査票名】 １－日別調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）中央卸売市場が開設されている

札幌市、仙台市、東京都、横浜市、金沢市、名古屋市、京都市、大阪市、神

戸市、広島市、高松市、北九州市、福岡市、沖縄県の主要な中央卸売市場に

おけるすべての青果物卸売会社 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３０／９０ １９／６０ （配布）オンラ

イン （取集）オンライン （記入）自計 （把握時）毎日（開市日） （系

統）農林水産省－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎日（開市日） （実施期日）調査対象日の翌日 

【調査事項】 ア．調査年月日、イ．産地府県コード、ウ．調査対象品目・品種名称及び

コード別量目、数量、単価 

※ 

【調査票名】 ２－月別調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）１．中央卸売市場が開設されて

いる都市については、中央卸売市場のすべての青果物卸売会社、２．１以外

の都市については、県庁が所在する都市及び人口２０万人以上でかつ青果物

の年間取扱数量がおおむね６万トン以上の都市において、年間卸売数量の多

い順に都市の８０パーセントをカバーするまでの青果物卸売会社、３．ＪＡ

全農青果センター株式会社の全国３事業所（東京センター、大和センター、

大阪センター） （抽出枠）青果物卸売市場及び青果物卸売会社名簿一覧表 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１３９／９６１ （配布）郵送・職員・オ
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ンライン （取集）郵送・職員・オンライン （記入）併用 （把握時）毎

月 （系統）農林水産省－統計・情報センター－報告者、農林水産省－統計・

情報センター－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎月 （実施期日）調査対象月の翌月 

【調査事項】 ア．調査年月及び税区分、イ．産地府県コード、ウ．転送元市場コード、

エ．調査対象品目・品種名称及びコード別卸売数量及び卸売価額 

※ 

【調査票名】 ３－基礎調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日別調査・月別調査において調

査対象となった青果物卸売会社以外のすべての青果物卸売会社 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８２２ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施前年の１月１日～１２月３１日までの１年間 （系

統）農林水産省－地方農政事務所（局）－統計・情報センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）調査対象年の翌年１～２月 

【調査事項】 ア．調査年、イ．１年間の野菜の卸売数量（総数）及び卸売価額（総額）、

ウ．１年間の果実の卸売数量（総数）及び卸売価額（総額）  
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【調査名】 畜産物流通調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年１月２７日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室 

【目 的】 畜産物流通調査は、畜産物のと畜頭数、流通量等を把握し、畜産物に関する

生産及び出荷の調整、価格安定対策等に資することを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、昭和３９年以降毎月又は毎日実施の「食肉流通統計調査」、昭和３

９年以降四半期ごとに実施の「鶏卵流通統計調査」及び昭和４０年以降毎年実施

の「食鳥流通統計調査」の３調査を統合し、平成１４年から実施されている。 

【調査の構成】 １－と畜場統計調査票（日別） ２－と畜場統計調査票（月別） ３－

鶏卵流通統計調査票 ４－食鳥流通統計調査票 

【公 表】 と畜場統計調査票（日別）：インターネット（調査が行われた日の当日）、と

畜場統計調査票（月別）：印刷物及びインターネット（月報：調査実施月の下旬、

年報：調査実施年の翌年３月末）、鶏卵流通統計調査票：印刷物及びインターネ

ット（概要：調査実施年の３月上旬、詳細：調査実施年の翌年３月末）、食鳥流

通統計調査票：印刷物及びインターネット（概要：調査実施年の５月下旬、詳細：

調査実施年の翌年３月末） 

【備 考】 今回の変更は、調査名の変更（食肉卸売市場調査票を統計調査に該当しない

調査と整理したことに伴うもの）、調査票－１、２、３及び４に係る調査事項の

削除、調査票－１、２、３及び４に係る調査方法の変更。 

※ 

【調査票名】 １－と畜場統計調査票（日別） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）と畜場法に基づき都道府県知事

の許可を受けて設置されたと畜場 （抽出枠）前年の畜産物流通調査の結果

より作成した「と畜場別肉畜処理実績一覧表」 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５４／２００ （配布）オンライン・電話・

ファックス （取集）オンライン・電話・ファックス （記入）併用 （把

握時）と畜作業が行われた日 （系統）農林水産省－報告者、農林水産省－

民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）と畜作業が行われた日 （実施期日）原則としてと畜作業が行

われた日の当日 

【調査事項】 豚及び成牛のと畜頭数。  

なお、成牛については、畜種（和牛、乳牛、交雑牛及びその他の牛）別、

性（めす及び去勢）別に把握を行う。 

※ 

【調査票名】 ２－と畜場統計調査票（月別） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）と畜場法に基づき都道府県知事
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の許可を受けて設置されたと畜場 （抽出枠）前年の本調査の結果により作

成した「と畜場別肉畜処理実績一覧表」 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２００ （配布）郵送・調査員・オンライン・

ファックス （取集）郵送・調査員・オンライン・ファックス （記入）併

用 （把握時）調査実施月の前月１か月間 （系統）農林水産省－統計・情

報センター－報告者、農林水産省－統計・情報センター－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査実施月の上旬 

【調査事項】 ア．豚、牛（成牛・子牛別）及び馬のと畜頭数。 

なお、成牛については、畜種（和牛、乳牛、交雑牛及びその他の牛）別、

性（めす、去勢及びおす）別に把握を行う。 

ただし、本調査対象のうち、と畜場統計調査（日別）の対象とされたと畜

場については、と畜場統計調査（月別）の報告事項のうち、と畜場統計調査

（日別）で把握している事項の再報告は求めない。イ．子牛及び馬の枝肉重

量 

※ 

【調査票名】 ３－鶏卵流通統計調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）鶏卵集出荷機関（集出荷団体、

集出荷業者、直接出荷する生産経営体等） （抽出枠）前年の本調査の結果

により作成した「鶏卵集出荷機関一覧表」 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５８９／２，６０１ （配布）郵送・調査

員・オンライン・ファックス （取集）郵送・調査員・オンライン・ファッ

クス （記入）併用 （把握時）調査実施年の前年の１年間（１月１日～１

２月３１日） （系統）農林水産省－統計・情報センター－報告者、農林水

産省－統計・情報センター－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の前年の１２月上旬～調査実施年

の１月末 

【調査事項】 ア．鶏卵の総集出荷量、イ．鶏卵の総集出荷量のうち、県内から集荷した

量、ウ．鶏卵の県内からの集荷量のうち、食用向け（加工向けを含む）とし

て出荷した量（合計・都道府県別） 

※ 

【調査票名】 ４－食鳥流通統計調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）食鳥処理場 （抽出枠）前年の

本調査の結果により作成した「食鳥処理場一覧表」 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６１０ （配布）郵送・調査員・オンライン・

ファックス （取集）郵送・調査員・オンライン・ファックス （記入）併

用 （把握時）調査実施年の前年の１年間（１月１日～１２月３１日） （系
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統）農林水産省－統計・情報センター－報告者、農林水産省－統計・情報セ

ンター－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の２月上旬～３月中旬 

【調査事項】 ア．肉用若鶏、その他の肉用鶏及び廃鶏の集荷量（生体の羽数及び重量）、

イ．肉用若鶏の月別集荷量（生体の羽数及び重量） 

なお、肉用若鶏の月別集荷量を把握する対象は、調査実施年の前年の年間

集荷量が１万ｔ以上の食鳥処理場とする。 
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○届出統計調査の受理 

（１）新規 

【調査名】 外国人登録統計調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年１月４日 

【実施機関】 鳥取県文化観光局交流推進課 

【目 的】 鳥取県内在住外国人の基礎数値を把握し、各種在住外国人施策等に活用する。 

【調査の構成】 １－国籍別・男女別・年齢別外国人登録者数調査票 ２－国籍別・在留

資格別外国人登録者数調査票 

※ 

【調査票名】 １－国籍別・男女別・年齢別外国人登録者数調査票 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）地方公共団体 （属性）全市町村 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１９ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査前年の１２月末 （系統）鳥取県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１月下旬 

【調査事項】 国籍別・男女別・年齢別の登録者数 

※ 

【調査票名】 ２－国籍別・在留資格別外国人登録者数調査票 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）地方公共団体 （属性）全市町村 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１９ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査前年の１２月末 （系統）鳥取県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１月下旬 

【調査事項】 国籍別・在留資格別の登録者数  
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【調査名】 愛知県歯科医療機能連携実態調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年１月１４日 

【実施機関】 愛知県健康福祉部健康担当局健康対策課 

【目 的】 歯科医療関係者の病診連携又は診診連携の現状を把握するために、歯科医療

連携に関する実態調査を行い現状分析資料を作成し、今後の歯科保健事業の施策

展開の資料とする。 

【調査の構成】 １－平成２１年度愛知県歯科医療機能連携実態調査 調査票（歯科診療

所） ２－平成２１年度愛知県歯科医療機能連携実態調査 調査票（病院） 

※ 

【調査票名】 １－平成２１年度愛知県歯科医療機能連携実態調査 調査票（歯科診療所） 

【調査対象】 （地域）愛知県全域 （単位）保健・医療施設 （属性）歯科診療所 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，７００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２１年１２月３１日（月間の場合：平成２１年１

２月１日～１２月３１日、年間の場合：平成２１年１月１日～１２月３１日） 

（系統）愛知県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年２月１１日～３月１日 

【調査事項】 従事者等、診療・設備体制等、在宅歯科医療サービス・支援等の実施状況、

保健事業等の実施状況、電子システムの整備状況、医療連携体制の状況、そ

の他 

※ 

【調査票名】 ２－平成２１年度愛知県歯科医療機能連携実態調査 調査票（病院） 

【調査対象】 （地域）愛知県全域 （単位）保健・医療施設 （属性）糖尿病治療を実

施している病院 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２１年１月１日～１２月３１日 （系統）愛知県－民

間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年２月１１日～３月１日 

【調査事項】 歯科・歯科口腔外科の有無、歯周病に関する教育状況、問診票の質問項目、

地域の歯科診療との連携状況  
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【調査名】 ＰＴＡ調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年１月１５日 

【実施機関】 鳥取県教育委員会家庭・地域教育課 

【目 的】 鳥取県内各単位ＰＴＡの実情を把握し、特色や課題を明らかにしてＰＴＡ活

動の推進を図る。 

【調査の構成】 １－平成２１年度ＰＴＡ調査質問票（幼稚園用） ２－平成２１年度Ｐ

ＴＡ調査質問票（小・中・高・特別支援学校用） 

※ 

【調査票名】 １－平成２１年度ＰＴＡ調査質問票（幼稚園用） 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）幼稚園 （属性）幼稚園 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３８ （配布）郵送調査・電子メール （取集）

郵送調査・電子メール （記入）自計 （把握時）４月～３月 （系統）鳥

取県－幼稚園ＰＴＡ 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）２月１７日 

【調査事項】 ＰＴＡ予算、活動の重点、研修内容、スポーツ・文化活動、地域活動、特

色ある活動、広報活動、問題点 

※ 

【調査票名】 ２－平成２１年度ＰＴＡ調査質問票（小・中・高・特別支援学校用） 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）学校 （属性）小学校、中学校、高等学校、

特別支援学校の単位ＰＴＡ 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２４６ （配布）郵送調査・電子メール （取

集）郵送調査・電子メール （記入）自計 （把握時）４月～３月 （系統）

鳥取県－市町村－小学校・中学校ＰＴＡ、鳥取県－高等学校・特別支援学校

ＰＴＡ 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）２月１７日 

【調査事項】 ＰＴＡ予算、活動の重点、研修内容、スポーツ・文化活動、地域活動、特

色ある活動、広報活動、問題点  
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【調査名】 高齢者の生活実態についてのアンケート（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年１月１５日 

【実施機関】 神戸市保健福祉局高齢福祉部介護保険課 

【目 的】 次期高齢者保健福祉計画策定のための基礎資料と今後の高齢者施策の参考資

料にするため。 

【調査の構成】 １－高齢者の生活実態についてのアンケート 調査票 

※ 

【調査票名】 １－高齢者の生活実態についてのアンケート 調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）６０歳以上の神戸市民 （抽

出枠）住民基本台帳、外国人登録台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００／４６４，５３３ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年２月下旬～３月

上旬 （系統）神戸市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年２月下旬～３月下旬 

【調査事項】 １．家族構成に関する事項、２．日常生活・健康に関する事項、３．社会

活動・ボランティアに関する事項、４．住まいに関する事項、５．神戸市の

福祉施策に関する事項  
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【調査名】 神戸の農漁業に関するアンケート（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年１月１５日 

【実施機関】 神戸市産業振興局農政計画課 

【目 的】 神戸の農漁業についての意見を求め、２０１５年を目標とする「神戸市農漁

業ビジョン２０１５（仮称）」を策定するための基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－神戸の農漁業に関するアンケート 調査票 

※ 

【調査票名】 １－神戸の農漁業に関するアンケート 調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）第１０期市政アドバイザー 

（抽出枠）市政アドバイザー登録名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２２年１月下旬～２月下旬 （系統）神戸市－報

告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年２月５日 

【調査事項】 １．食料生産に関する事項、２．農業産出額に関する事項、３．農水産物

に関する事項、４．農業体験・農作業に関する事項、５．今後の農水産業に

関する事項、６．広報に関する事項  
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【調査名】 平成２１年度 製造事業所におけるエネルギー使用等実態調査（平成

２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年１月１９日 

【実施機関】 堺市環境都市推進室 

【目 的】 来年度実施予定の中小企業製造事業者に対する省エネ設備導入補助制度及び

省エネ診断制度に先立ち、エネルギー使用の実態やニーズを把握するため。 

【調査の構成】 １－平成２１年度 製造事業所におけるエネルギー使用等実態調査 調

査票 

※ 

【調査票名】 １－平成２１年度 製造事業所におけるエネルギー使用等実態調査 調査

票 

【調査対象】 （地域）堺市全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる

大分類Ｅ－製造業に属する事業所のうち、従業者数１０人以上、３００人未

満のもの 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９７０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２１年度現在及び平成２０年度実績 （系統）堺市－

報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月２５日～２月２８日 

【調査事項】 １．事業所概要、２．エネルギー管理状況・使用状況、３．省エネへの取

り組み等  
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【調査名】 水使用実態調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年１月２８日 

【実施機関】 神戸市建設局下水道河川部経営管理課 

【目 的】 水の使用実態に応じた下水道サービスを提供する資料とするため。 

【調査の構成】 １－水使用実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－水使用実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）世帯 （属性）神戸市内に居住する世帯 （抽

出枠）住民基本台帳、外国人登録台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００／７２１，６８３ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１月～２月 （系

統）神戸市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年１月下旬～２月下旬 

【調査事項】 １．ライフスタイルに関する事項、２．上下水道料金に関する事項、３．

世帯・住宅に関する事項  



- 38 - 
 

【調査名】 鳥取県住生活総合調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年１月２９日 

【実施機関】 鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課 

【目 的】 平成１８年度に策定した「鳥取県住生活基本計画」は、５年毎に計画を見直

すこととしており、見直しに係る基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－鳥取県住生活総合調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－鳥取県住生活総合調査 調査票 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）世帯 （属性）普通世帯 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／２０９，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２２年１月下旬～

２月中旬 （系統）都道府県－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２２年１月～３月 

【調査事項】 報告者の属性、居住する住宅の現状  
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（２）変更 

【調査名】 新潟市景況調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年１月１２日 

【実施機関】 新潟市経済国際部産業政策課 

【目 的】 新潟市内の民営事業所について景気動向を把握し、地域産業の振興施策を検

討するうえでの基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－平成２２年度 新潟市景況調査 調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－平成２２年度 新潟市景況調査 調査票 

【調査対象】 （地域）新潟市全域 （単位）事業所 （属性）市内の民営事業所。対象

となる事業所は、日本標準産業分類に掲げる大分類の建設業、製造業、情報

通信業、運輸業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、サービス業（他に分類さ

れないもの）に属する民営事業所。 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統

計調査名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／３１，７１１ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）上期：４月～９月、下期：１

０月～翌年３月 （系統）新潟市－報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）上期：８月下旬～９月上旬、下期：２月下

旬～３月上旬 

【調査事項】 １．業況、２．受注状況、３．生産・売上、４．生産能力、５．出荷状況、

６．在庫水準、７．価格、８．採算、９．資金繰り、１０．雇用、１１．設

備投資、１２．経営上の問題、１３．事業所、業界の動向、１４．市の産業

施策についての要望・意見  
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【調査名】 市政アドバイザー意識調査（第１０期・第４回）（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年１月１５日 

【実施機関】 神戸市市民参画推進局参画推進部広聴課 

【目 的】 神戸市政に関する具体的施策や事業についての意見を求めるほか、市民生活

に関する意識を市の事業や施策を実施していく上での参考とする。 

【調査の構成】 １－第１０期市政アドバイザー第４回意識調査 調査票 

【備 考】 今回の変更は調査事項の一部変更。 

 本調査は、「意識調査」の名称を付して行われているが、調査事項の中に「事

実の報告」が含まれていることから、これら「事実の報告」に係る部分について、

統計法上の「統計調査」として届出が受理されたものである。 

※ 

【調査票名】 １－第１０期市政アドバイザー第４回意識調査 調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）第１０期市政アドバイザー 

（抽出枠）市政アドバイザー登録名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２２年２月下旬～３月 （系統）神戸市－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年２月下旬～３月５日 

【調査事項】 １．広報活動に関する事項、２．施設のバリアフリー化に関する事項、３．

環境にやさしい公共交通に関する事項、４．自転車の交通マナーに関する事

項、５．次期基本計画の策定に関する事項  
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【調査名】 中小企業景況調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年１月２１日 

【実施機関】 愛知県産業労働部産業労働政策課 

【目 的】 県内中小企業の産業活動の動向に関する基礎的な事項について把握し、地域

経済に関する施策の企画・立案及び効率的な推進を図るため。 

【調査の構成】 １－中小企業景況調査票 

【備 考】 今回の変更は、すべての調査票に係る調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－中小企業景況調査票 

【調査対象】 （地域）愛知県内全域 （単位）事業所及び企業 （属性）日本標準産業

分類大分類による製造業、卸・小売業、建設業、サービス業を営む中小企業 

（抽出枠）製造業・建設業（資本金３億円以下又は従業員３００人以下）、

卸売業（資本金１億円以下又は従業員３００人以下）、小売業（資本金５千

万円以下又は従業員５０人以下）、サービス業（資本金５千万円以下又は従

業員１００人以下） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１６２，０００ （配布）

郵送・ファクシミリ （取集）郵送・ファクシミリ （記入）自計 （把握

時）毎年４～６月期、７～９月期、１０～１２月期、１～３月期 （系統）

愛知県産業労働部－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）４～６月期（実施開始日である６月１日

に到達するよう５月末日の３日前頃）、７～９月期（実施開始日である９

月１日に到達するよう８月末日の３日前頃）、１０～１２月期（実施開始

日である１２月１日に到達するよう１１月末日の３日前頃）、１～３月期

（実施開始日である３月１日に到達するよう２月末日の３日前頃） 

【調査事項】 業種、従業員数、当期の経営実績、採算、設備投資、雇用人員、金融機関

の貸出態度及び経営上の問題点、行政が今後強化すべき支援策、来期の見通

し、採算及び設備投資の計画、大学等新卒者の採用動向に関する調査（大学

等新卒者の採用動向） 
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